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P.1   お世話になっております 
P.2   賃貸管理コーナー 
P.3   業界ニュース 
P.4 相続相談コーナー 
P.5 不動産ソリューション 
       コーナー    
  
  

(株)アセットコンサルティング 
http://asset-consulting.jp/ 
 

〒444-0834 
 愛知県岡崎市柱町東荒子210番地 

平成30年4月現在 

管理物件 
入居率 
94.7％ 



賃貸管理コーナー 

-2- 

空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ 

℡担当： 坂本 0564‐72‐2215 

2021年コロナ禍における繁忙期にて 
学生入居者ニーズの大きな変化 

 コロナ禍で、賃貸に入居する学生入居者に大きな変化が出てきています。今回は、
2020年の振り返りとして、賃貸入居者のニーズの変化について、ご説明したいと思い
ます。繁忙期に向けての対策を考える上で参考にしてください。 

【大学の授業の実施方針に変化】 
 新型コロナウイルスの影響から、全国の大学で授業の仕方
が大きく変わってきています。もともと通常の対面授業が基本
であったところに、密を避ける意味で、オンラインを使った遠隔
授業を取り入れる大学が非常に増えてきました。  
 文部科学省による全国の大学でのアンケート調査を行った
ところ、大学における授業の実施方針は、完全対面授業が
19.3％に対して、オンライン・対面の併用が80.1％と大多数
を占めます。併用の考え方を見ますと実験や少人数クラスの
み対面で実施し、通常授業等はオンラインの大学がほとんど
であることから、大学近隣に物件を借りる必要性が減少して
います。 
 在校生にとっては、授業の実施方針が変わり、アルバイトが
できる飲食店などが減っている実情の中で、そのまま住み続け
るか、近県であれば実家に戻るかの選択肢になり、退去する
ケースも出てきています。新入生にとっては実験などの対面し
なければできない授業の多い学部は下宿率が上がるが、そう
でないオンラインで行える学部は下宿率が下がる傾向になって
きています。 

【新型コロナ前から自宅通学率上昇】 

 新型コロナウイルスの影響がある前の段階から、大学
での自宅からの通学者比率（国立、公立、私立での
違いは大きい）は上がってきていました。 

 国立、公立では、ここ20年、自宅通学者比率は大
きく変動していませんが、私立はリーマンショック後のタイ
ミングで増加し、そのまま景気が回復しても上がり続ける
傾向にあります。 

 上記と合わせると、大学でも私立、またオンラインでも
授業ができる学部学生に関しては、来年の繁忙期の、
顧客数が伸びない傾向にあると思われます。大学の授
業方針で、考え方は大きく変わりますが、厳しいと予測
できる物件のオーナー様は、在学生・新入生ともに、入
居を促進するキャンペーンなどを積極的に行うか、別の
ターゲットなどへの変更について考慮する必要があると思
われます。対象のオーナー様には、ご相談させて頂きた
いと考えています。 

 （株）アセット 
    コンサルティング 

    坂本拓郎 
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弁護士法人 
一新総合法律事務所 

弁護士 大橋 良二 氏 

認知症になってからではもう遅い！ 
早めの対策が必要な不動産オーナーの認知症対策 ③ 
 さて、前々回は、認知症が進行し「意思能力を欠く状態」になると、契約を締結するこ
とができなくなり、不動産活用が難しくなると説明しました。そして、前回は、認知症が進
行してから契約を行い不動産活用をする場合、法定後見制度では専門職が関与し、
その報酬負担や財産管理方法に制約があることなどから、デメリットもあり要注意、という
話をしました。 
 それでは、認知症になる前であればどのような対策があるのでしょうか？いくつか方法が
考えられますが、今回は、以下の２つの方法を説明します。 

①任意後見制度の利用 

 こちらは、あらかじめ公正証書で、自らの後見人となるべき者を契約により定めておくことで、後見人を
（裁判所が決めるのではなく、任意に）決めることができるというものです。 
 法定後見：後見人は裁判所が決める 
 任意後見：後見人は自分が契約で決める 
ただ、こちらを利用すると、誰を後見人とするか、その後見人の権限も法定後見に比べると柔軟に決めるこ
とができるのですが、結局、後見監督人という後見人を監督する人が裁判所に選任され、この監督人に弁
護士等の専門職が選任され、その報酬がかかってしまうことも少なくありません。 

② 民事信託 
 最近では、家族信託と呼ばれることもあり、こちらの呼び方の方が馴染みがあるかもしれません。 
 信託というと少し馴染みがないかもしれませんが、ごく簡単にいうと、財産をもっている人が財産の管理を
委託し、管理によって生じた収益を受け取る制度です。 
 財産管理を委託した人（不動産の所有者）を「委託者」、委託者から委託を受けた人を「受託者」、
委託した財産から生まれた利益を受け取る人を「受益者」といいます。 
 この信託制度を使う場合には、オーナーご本人の判断能力がなくなっても、受託者が引き続き不動産な
どの財産管理を行うことができますし、その委託する財産の範囲や管理する人が誰か、その報酬も含めて柔
軟に設定できますので、最近では民事信託を利用するケースも増えているようです。 
 ただ、こちらについても、民事信託に対応する専門職（弁護士・司法書士）が必ずしも多くなかったり、
税務上の損益通算の問題や税務申告の手間が増えるなどして、専門家への費用が加算されることなども
あります。そのことから、十分にメリット・デメリットを検討した上で利用する必要があります。 

委託者：財産管理を委託する人（オーナー） 
受託者：財産管理を委託された人（親族等の信頼できる人） 
受益者：財産管理による収益を受領する人（オーナー自身やご親族等） 

このように、認知症が進む前であるといろいろと対策の選択肢はあるのですが、認知症が進んでからでは上記
のような方法も採ることができなくなります。実際に、認知症が進んでからご家族がご相談に来られ、対応策は
法定後見の申立てしかなかったケースもありますので、早めの認知症対策を進めて行く必要があります。 
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税理士法人タックスウェイズ 
税理士  後藤 勇輝 氏 

 
各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家

（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。 
【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口 

℡：0564－72－2215     担当：白井・中川 
 

【贈与税の税制優遇は親族間に限られます】 

 贈与税では、暦年贈与制度や相続時精算課税制度の他に税務上の優遇を受けられる特例制度を設け
ておりますが、この優遇は親族間に限られています。主な制度は次の４つです。 
①夫婦間の居住用不動産の贈与税の配偶者控除 
②直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 
③直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 
④直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 
とされ、今回は、まだ年内でも間に合う①のいわゆるおしどり贈与をご紹介します。 

【夫婦間の居住用不動産の贈与税の配偶者控除について】 
 この制度は、「おしどり贈与」とも呼ばれており、婚姻期間が20年以上である夫婦間において、居住のための
不動産や居住のための不動産を買う資金について贈与があった場合に、基礎控除110万円に上乗せ2,000
万円までを課税対象から控除できるというものです。事前の届出は不要ですが、贈与の翌年の3月15日まで
に贈与税の申告が必要です。 

【メリット・デメリットについて】 
 メリットは、金銭だけでなく不動産の持分として2,110万円まで生前に移すことがで
きます。また、暦年贈与についても継続が可能となります。デメリットは、不動産の持
分などを贈与する場合は、移転コストが大きくなることがあります。必要コストには不
動産登記の際の費用や不動産取得税などがあり、これらのコストを試算した上で実
行したいところです。そのため新居を購入する際の資金贈与の方が資金効率が良く
なります。 

国税庁タックスアンサーの相続時精算課税の解説→ 

【相談事例】 
Q.オーナーさんから、「結婚して長くなるので妻に自宅を贈与したいが税金は高いのか？」と相談がありました。 

A.若いうちに購入したマイホームもローンの返済が終わり、奥様にも苦労を掛けてきたからと「おしどり贈与」を
使って、ご自宅を2,110万円分贈与される方は少なくありません。奥様への感謝の印として儀礼的に行い、
同時にご主人の相続税対策も行えるということから一般的な税務対策としてよく検討されることが多いです。
結婚してから20年を過ぎていれば、他に難しい判断はいりませんので使い勝手もよいですよ。 

【資産関連の税務情報～贈与税について③】  

 今月も引き続き、贈与税について解説いたします。今回は税制優遇制度について、
具体的な相談事例も交えてご紹介して参ります。 
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「借入を返済し続けられるか？繁忙期前にチェックしましょう」 
 今から2021年の春にかけて、入居が多くなるシーズン
ですが、全国的にはコロナ禍の影響で新規入居が厳しく
なるエリアも出てくると思われます。例年にない状況の中
で、積極的な入居対策を進めているオーナー様も多いと
思いますが、もし入居が思うように進まず収入が追いつか
ない場合は、赤字にならない対策も必要になります。 

 左の図をご覧ください。 
 

こちらは築15年が過ぎた、
あるオーナーの経営状況
を見たものです。 
実は、税引き後手残りを
見ると、最終的に手元に
現金が残らない経営に
なっていることがわかります。 
 

なぜ、このような状況にな
るのでしょうか？ 

あるオー
ナーの経営
状況 

賃貸事業収支計画 単位：万円
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実は主な要因は、下記の4つです。 

今一度確認しておきたい、リスケジュールとは 

①入居状況の悪化、老朽化による賃料減額での収入減少 
②設備等の減価償却の減少による、実質的な所得税の上昇 
③借入返済が進む中で金利分の減少・元金分の増加による、実質的な 
  所得税の上昇 
④建築当初、想定した返済計画が上記①の変化により破綻してきている 

特に、この入居シーズンは①②での空室対策に目がいきがちですが、③④を改善しておかない
と、どんなに入居状況を改善しても手元に現金が残らない、といったことも出てきますので注意
が必要です。 
 

経営困難になったら・・・手元に現金が残りづらいと感じたら・・・ 
リスケジュールを検討しましょう！ 

 

リスケジュールは、金融機関などに相談し、ローンの組みなおし（借入期間の延長）や金利
の引き下げを行うことです。実際には金融機関によって対応や考え方が違う為、賃貸管理会
社と連携し金融機関に相談するのが一般的です。 
 入居シーズン対策の一つとして、ぜひご検討ください。 



●より良い資産活用へのご相談はこちら● 

お問合せ先：「ＡＣの資産管理通信」事務局  担当：坂本 
TEL:0564-72-2215 

お気軽にご相談ください！ 

会社紹介 

営業時間 定休日 

□空室について 

□リフォームについて 

□家賃滞納について 

□賃貸管理について 

□購入について 

□売却について 

□土地活用について 

□相続対策について 

□保険について 

□その他 

 
 

アセットコンサルティングはお客様の資産運用の 
ために専門スタッフの力を結集してトータルサポートいたします。 

ｽﾀｯﾌ集合写真 

 
株式会社         
アセットコンサルティング 
 

 
JR 
岡崎駅         
 


